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タイにおける ESGの課題と機会 

 

PwC タイは、タイにおける ESGの動向

についてご紹介しています。今回のニュ

ースレターでは、環境および税金の観点

から課題を取り上げます。その中でも、

タイにおける事業に影響を与える「環境 

（E）」 の重要課題に焦点を当てながら、

ご説明いたします。 

 

タイは、第 13次国家経済社会開発計画

（2023年~2027年）を公表し、温室効果

ガス排出の削減に対して意欲的に取り

組むための目標を設定しました。短期的

な目標としては、2027年までに温室効

果ガスの排出量を最低 20%削減するこ

と、およびタイでの持続可能な事業活動

に焦点を当て、ESG（環境（E）、社会

（S）、ガバナンス（G））に対する意識を高

めることを掲げています。タイはカーボン

ニュートラル、およびネット・ゼロ・エミッシ

ョン（温室効果ガス排出量の実質ゼロ）

に対して、近い将来に目標を達成するこ

とを約束しています。そのため、企業が

事業を行う際の意思決定において、

ESGは重要な役割を果たしており、今

後数十年で、さらに重要な一翼を担うこ

とになります。 

 

ESG とは 

Environment(環境): 気候変動、脱炭素

化、再生可能エネルギー 

 

Social(社会): すべての企業および個人

のステークホルダーに焦点を当て、人・地

域・社会との強固な関係を構築し、前向き

な変化を推進すること 

Governance(ガバナンス): 企業の意思決

定を確実にするためのポリシーと慣行を

備えた、責任ある投資、資金調達、保険 

ESGにおいて、特に環境（E）は、気候変

動、環境汚染、ネット・ゼロ、グリーンビジ

ネス、クリーンエネルギーなど、さまざまな

領域に影響を与えています。ESGの概念

として、環境と社会を強化しながら、サステ

イナブルな事業を構築し、価値の創造と成

長を牽引することを目的としています。 

 

タイにおける ESGの取り組み 

レポーティング – 米国証券取引委員会

（以下「SEC」）は、ESGのパフォーマンス

情報の開示とグリーンボンドの推進を奨

励しています。タイ中央銀行においては、

金融機関による ESGのリスクの評価とグ

リーン金融商品の推奨を奨励しています。 

ネット・ゼロ – タイのエネルギー省とタイ投

資委員会（以下「BOI」）は、炭素排出量を

削減するために再生可能エネルギーの発

電所拡大を推進しています。 

カーボンクレジット – タイ温室効果ガス管

理機構（以下「TGO」）は、未使用のカーボ

ンクレジットを販売可能にするタイ自主的

排出削減プログラム（T-VER）を開始しま

した。 

また、信頼できる再生エネルギー生産者

に対して、タイ発電公社（EGAT）は、エネ

ルギー属性証明書（EAC）を発行していま

す。 
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タイの ESGに対する規制の現状 

SECは、ESGの実績が高い上場企業

を推薦する、タイサステナビリティ投資

（THSI）プログラムを開始しました。 

BOIは、ESGや生産の効率化に関連す

る奨励事業にインセンティブを与えてい

ます。ESGにおける BOIの取り組みと

しては、例えば、省エネルギー、機械の

交換やアップグレード、再生可能エネル

ギー、効率性向上のためのデジタル技

術などがあり、適切な農業の実践、森林

管理を含むより高水準の産業を確立す

ることです。これは、生産ラインを改良

し、効率性を向上させ、ISC承認 

(International Sustainability 

Certification) 、研究開発やエンジニアリ

ング設計、スマート DC(Distribution 

Centre)に活用されます。 

 

現在のタイにおける ESG関連のインセ

ンティブ 

 

カーボンクレジットの販売 

タイ自主的排出削減プログラムにより、

タイにおけるカーボンクレジットの販売収

益に対しては、連続する 3会計期間の

法人税が免除されます。免税される最初

の会計期間は、TGOが本プロジェクトの

参加者にカーボンクレジットの販売証明

書を発行した時点から開始されます。免

税を受けるためには、2023年 3月 20

日から 2027年 12月 31日の間に、

TGOにプロジェクトの登録をする必要が

あります。 

 

電気自動車(EV) 

EV自動車・EV自動二輪車利用支援策に

基づき取得した所得に対して、法人税が

免税されます。所得に対する法人税の免

税措置インセンティブには、物品税局より

公表された詳細に従い、適格な EVの種

類や容量、適格な受給者や産業上のユー

ザーに対して支給される補助金（1台あた

り最大 150,000バーツ）が含まれます。 

 

 

新型 EV車に対する年間を通した減税 

タイ国内で製造され、2022年 11月 9日

から 3年以内に登録された新型 EVに対

しては、登録日から 1年間を対象に、自動

車税の税率を現行より 80%引き下げてい

ます。 

 

先を見据えた企業戦略と積極的な計画 

ESGの発展は、タイにおけるビジネスチ

ャンスの拡大をもたらします。 

企業はその影響を留意し、次の問題に

積極的に取り組む必要があります。 

 

継続的な税制への対応: 

企業は、継続的に税制に対応するた

め、現在想定される法改正を基にコンプ

ライアンス要件を検討する必要がありま

す。 

 

税務ポリシーと管理: 

企業は、ESGの目標を掲げる組織を支

援する税務ポリシーを策定し、取り入れ

る必要があります。 

 

企業構造: 

ESGの観点からのグループ組織におけ

る再編成の必要性の調査。（例えば炭素

市場への対応など） 
 

税の透明性と情報開示: 

税務戦略、移転価格税制、国別報告書

（CbCR）、リスク管理・統制の見直し。 

 

デューデリジェンス: 

ESGの課題に対する法務デューディリ

ジェンスの実施。さらに、再生可能エネ

ルギー資源の開発およびインフラ整備、

炭素回収技術への投資、カーボンクレジ

ットの取引に関連するエネルギー転換。 

 

タックスガバナンス: 

ESGに起因する報告書または同様のコ

ンプライアンス要件の提供。 

 

次のステップ 

タイは ESGにおいて次のステップに直面

しています。タイ企業の多くは、コーポレー

トガバナンスの改善に取り組んでいます。

タイ政府は、ESG政策の枠組みを策定中
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であり、企業のみならず、事業に関わる全

セクターに影響を及ぼす可能性がありま

す。明確なガイダンスはまだ公表されてい 

ませんが、今後も PwCは ESGに関連す

る法規制の動向を注視していきます。 

本内容について更なるアップデートがあ

りましたら、お知らせいたします。
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U.S. Tax Desk  Chinese Tax Desk 

• Vanida Vasuwanichchanchai, Partner ext. 1303  • Vanida Vasuwanichchanchai, Partner ext. 1303 
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